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２０２１．５．２１ 

関西電力（株） 

２０２１．４．１９ 高浜防災訓練結果面談におけるご質問への回答について 

 

（２０２１．４．１９ 高浜防災訓練結果面談時のコメント） 

〇 放射性物質の放出量や拡散影響評価について、関西電力が現状できることを資料にまとめて報告するこ

と。 

 

（回答） 

「放射性物質の放出量」、「拡散影響評価」については、福島第一発電所事故以降、防護措置の判断方法が

変更（予測線量→ＥＡＬ、ＯＩＬに基づく判断）されたこと、また原子力災害対策指針等に基づく国の活動（防護措

置の判断）および事業者の活動（オンサイト対応、プラント状況の報告等）等を踏まえ、事業者防災業務計画等

に基づき、次のとおり対応しています。 

 

① 放射性物質の放出量 

ａ．原災法第２５条に基づく報告において、次の情報を通報連絡先へ報告します。（添付－１） 

Ø 「放射性物質放出見通し（放出開始予測時刻）」 
Ø 「放射性物質放出状況（放出開始・停止時刻、放出箇所、放出実績値）」 
Ø 「モニタ・気象情報」 

 

ｂ．大量放出に至る前においても、次の情報をＥＲＣプラント班へ情報発信を行います。 

Ø 「ＣＶ２Ｐｄ到達見込み」 
Ø 「過去の類似事象における放出放射能量評価」 
Ø 「発災中のプラント事象における放出放射能量の放出前評価」 
Ø 「ＣＶ内の放射能量（希ガス）評価」 

 

ｃ．昨年度の高浜防災訓練では、上記のうち、速報として提供可能な「過去の類似事象における放出放射能量

評価」について、速やかに情報発信可能な整備ができていなかったことから、必要な改善を行います。 

 

② 拡散影響評価 

・上述の経緯を踏まえ、弊社において拡散影響評価は実施しておりません。 

 

・拡散影響評価を住民避難判断に用いる場合には、未来の気象データ（予測値）を用いて評価する必要があり

不確かさが大きいこと、また不確かさを補うために保守性を考慮した気象データ（例：実際の気象データの変

動を無視し、保守的な気象条件を仮定）により評価をした場合、過剰に保守性のある予測線量となり、防護

措置の要否判断を誤る可能性が考えられ、原子力規制委員会の既方針（Ｈ２６．１０．８  ＳＰＥＥＤＩの運用

について（添付－２））のとおり、住民避難の判断には適さないと考えます。 

以上 
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添付－１ 

事業者防災業務計画に基づく原災法第２５条の報告様式抜粋（高浜発電所例） 
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添付－２ 

 

 

 


